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告告　　　　　　　　　　示示

栃木県告示第483号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可し

たので、同条第３項の規定により公告する。

平成16年９月14日

栃木県知事　　福　　田　　昭　　夫

土　　地　　改　　良　　区　　名

東 泉 土 地 改 良 区

認　可　年　月　日

平 成 16 年 ８ 月 26 日

栃木県告示第484号

次の事業の土地改良事業計画を変更したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の３第６項に

おいて準用する同法第87条第５項の規定により公告する。

なお、同法第87条の３第６項において準用する同法第87条第５項の規定により、変更後の土地改良事業計

画書の写しを所轄農業振興事務所において縦覧に供する。

この公告に係る決定に対して異議がある者は、同法第87条の３第６項において準用する同法第８７条第６

項の規定により、所轄農業振興事務所を経由して、栃木県知事に申し立てることができる。

平成16年９月14日

栃木県知事　　福　　田　　昭　　夫



（916）平成16年９月14日　火曜日 第1597号栃　木　県　公　報

（農 地 計 画 課）

事　　　　業　　　　名 縦　覧　期　間 異議申立期限
所 轄 農 業
振興事務所

県営中山間黒羽（笹目下）地区土地改

良（区画整理）事業

平成１６年９月１５日から

同年１０月１５日まで
平成16年11月１日

那 須 農 業

振興事務所

栃木県告示第485号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、栃木県土木部道路維持課において、平成16年9月14日から同年10月14日まで一般の縦覧

に供する。

平成16年9月14日

栃木県知事　　福　　田　　昭　　夫

Ⅰ

道路の種類　一般国道

路　線　名　１２０号

道路の区域

整理番号
変更前
後の別

前

後Ａ

後Ｂ

区　　　　　　　　　間

日光市細尾町603-11から
日光市細尾町610-9まで

日光市細尾町603-11から
日光市細尾町610-9まで

日光市細尾町603-11から
日光市細尾町610-9まで

敷地の幅員
(メートル)

8.8～18.7

8.8～18.7

7.0～10.4

延　　 長
(メートル)

156.0

156.0

160.0

備　考

Ａ及びＢは、

関係図面で表

示する敷地の

区分をいう。

Ⅱ

道路の種類　一般国道

路　線　名　１２１号

道路の区域

整理番号
変更前
後の別

前

後

区　　　　　　　　　間

宇都宮市屋板町字九十九瀬389-9から
宇都宮市砂田町字西原275-1まで

宇都宮市屋板町字九十九瀬389-9から
宇都宮市砂田町字西原275-1まで

敷地の幅員
(メートル)

25.00～28.00

25.00～31.75

延　　 長
(メートル)

478.4

478.4

備　考

Ⅲ

道路の種類　県道

路　線　名　主要地方道　鹿沼足尾線

道路の区域

整理番号

１５

変更前
後の別

前

後Ａ

後Ｂ

区　　　　　　　　　間

上都賀郡粟野町大字中粕尾1237-1から
上都賀郡粟野町大字中粕尾1342まで

上都賀郡粟野町大字中粕尾1237-1から
上都賀郡粟野町大字中粕尾1342まで

上都賀郡粟野町大字中粕尾1237-1から
上都賀郡粟野町大字中粕尾1342まで

敷地の幅員
(メートル)

7.6～29.5

7.6～34.0

4.6～24.0

延　　 長
(メートル)

295.0

295.0

350.0

備　考

Ａ及びＢは、

関係図面で表

示する敷地の

区分をいう。



平成16年９月14日　火曜日 第1597号（917）栃　木　県　公　報

栃木県告示第486号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。

その関係図面は、栃木県土木部道路維持課において、平成16年9月14日から同年10月14日まで一般の縦覧

に供する。

平成16年9月14日

栃木県知事　　福　　田　　昭　　夫

整理番号

３５

路　　線　　名

主 要 地 方 道

宇 都 宮 結 城 線

供　用　開　始　の　区　間

宇都宮市中央3-4-10から

宇都宮市天神1-952-1まで

供用開始の期日

平成16年９月14日

６６

１５９

３２４

主 要 地 方 道

今 市 氏 家 線

一 般 県 道

小 林 逆 面 線

主 要 地 方 道

栃 木 佐 野 線

塩谷郡氏家町大字馬場1095-2地先から

塩谷郡氏家町大字馬場1110-3地先まで

河内郡上河内町大字宮山田字金山887-2から

河内郡上河内町大字宮山田字金山898-2まで

栃木市大皆川町字中内285-1から

栃木市大皆川町字中内266-1まで

平成16年９月14日

平成16年９月14日

平成16年９月14日

（道 路 維 持 課）

栃木県告示第487号

土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第39条第１項の規定により、佐野市朱雀土地区画整理組合の事

業計画の変更を認可したので、同条第４項の規定により、次のとおり公告する。

平成16年９月14日

栃木県知事　　福　　田　　昭　　夫　　　

１　組合の名称

佐野市朱雀土地区画整理組合

２　事業施行期間

昭和62年12月25日から平成17年３月31日まで

３　施行地区

佐野市奈良渕町字下川原付の一部並びに堀米町字朱雀町上通西の全部並びに字朱雀町下通西、字朱雀町上

通東、字朱雀町下通東、字中ノ目、字上土戸及び字下土戸の各一部

４　事務所の所在地

佐野市浅沼町573番地９

５　設立認可の年月日

昭和62年12月17日

６　変更の内容

資金計画の変更

７　変更認可の年月日

平成16年９月７日

（都 市 計 画 課）

栃木県告示第488号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり道路を指定したの

で公告する。

なお、その関係図書は、栃木土木事務所に備え、縦覧に供する。

平成16年９月14日



栃木県知事 福　　田　　昭　　夫

道路種別 道 路 名 道　　路　　の　　区　　間 幅　員 延　長 指定年月日

道路法(昭和

27年法律第

180号)の事

業計画道路

（町道2041号

線道路改良事

業）

石 橋 町 道

2041号線

下都賀郡石橋町大字下古山3207-3、3208、

3209-1、3210、3211、3212、3213、

3215-1、3219-1、3220-2、3210-2

以上の各筆の全部又は一部

4 m 122ｍ 平成16年

９ 月 ７ 日

栃木県告示第489号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定に基づき、道路の位置を次のように指定

したので、建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定により公告する。

なお、その関係図書は、所管の土木事務所に備え、縦覧に供する。

平成16年９月14日

栃木県知事 福　　田　　　昭　　夫

整理
番号

道路の築造者住所氏名 道　路　の　位　置
道路の幅員
及 び 延 長

指 定
年 月 日

所 管 の
土木事務所

1

2

3

4

5

6

7

8

9

河内町大字中岡本2399
近江千尋

西方町大字金崎842
増尾もと子
増尾和子

今市市瀬尾636-6
鈴木喜三

石橋町大字下古山276-1
倉井堅
石橋町大字下古山276-4
田中秀樹

田沼町大字栃本1835-2
（株）五十畑不動産
（代）碓井サナエ

東京都渋谷区代々木2-15-9
（有）すまいるステージ
取締役　青木雅信

矢板市中438-9
（株）緑新
（代）小川忠男

黒羽町大字黒羽向町95
（有）東産業
（代）宮澤伸

那須町大字�久甲5480-2

河内町大字中岡本字台畑
2750-11、2744-3

西方町大字本城字近津西
1318-1

今市市土沢字十文字1565-2地
先、1565-2の一部

石橋町大字下古山字新田西
276-4、-2、-13の各一部、
276-8

田沼町大字栃本字八伊通
1038-1の一部、1042-5の一
部

黒磯市高林字下柏林1719-142

黒磯市大黒町54-2、-3の各一
部、54-191

黒磯市沓掛字上筋438-7

那須町大字高久甲字喰木原

幅員 6.00m
延長 43.37m

幅員 6.00m
延長 33.50m

幅員 4.25～
4.44m

延長 5.77m

幅員 4.00m
延長 33.17m

幅員 4.00m
延長 23.40m

幅員 4.20m
延長 35.19m

幅員 6.00m
延長 76.55m

幅員 6.00m
延長 30.42m

幅員 6.00m

平成16年
7月16日

平成16年
7月28日

平成16年
7月27日

平成16年
6 月 3 日

平成16年
7月16日

平成16年
4 月 7 日

平成16年
4月14日

平成16年
4月15日

平成16年

宇 都 宮
土木事務所

鹿 沼
土木事務所

日 光
土木事務所

栃 木
土木事務所

佐 野
土木事務所

大 田 原
土木事務所

大 田 原
土木事務所

大 田 原
土木事務所

大 田 原

（918）平成16年９月14日　火曜日 第1597号栃　木　県　公　報



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

平山一二三

黒磯市末広町53
葵地所（株）
（代）井出勲

黒磯市豊浦南町88-118
黒磯土地建物（株）
（代）大谷義明

新潟県長岡市喜多町1141-1
（株）ベストプラン
（代）阿部久次郎

黒磯市豊浦南町88-118
黒磯土地建物（株）
（代）大谷義明

黒磯市埼玉281-93
鈴木早香

大田原市南金丸1469
佐藤一郎

埼玉県川口市江戸1-17-11
藤本遵治
藤本敏子

那須町大字高久甲字喰木原
5466-1
大和実業（株）
（代）河野則子

黒磯市佐野2-19
秀和建設（株）
（代）葛生学

西那須野町栄町2-1
相馬一重

那須町大字高久甲4589-25
下野産業（株）
（代）高久道明

黒磯市沓掛662-42
渡邉京子

埼玉県八潮市緑町2-1-14

5490-1、-9、-10、-12、5491-13

黒磯市松浦町118-145の一
部、-147、-148、-150、-218、
-525の一部

黒磯市埼玉字行田352-1、-2

黒磯市鹿野崎字戸屋112-66、
-67

黒磯市埼玉字行田340-5

那須郡那須町大字高久甲字喰
木原5251-16

大田原市南金丸字馬場1640-
16、-18、-19の各一部

那須町大字寺子乙入山2004-
124、-125、-126、-132、-
237、-244

那須町大字高久甲喰木原
5452-6

那須町大字高久乙字東山798-
16、-17、-40、-43、-44、-65、 -
66、-86、-87、-88、-92、-159、-
160、-228、-233、-461、-467

西那須野町下永田3-1302-2、
1309-11の各一部

那須町大字漆塚字撲石345-
46、-147、-148、-151、-152、
寺子丙字横川1735-2、-36、-
40、-44、-48、-49、-51、-69、-
70、-71、-73、-90～-99、-103
～-106、-111～-113、-115、-
170、-175、-180、-185、-203、-
211、-212、-217、-218、-46、
47、-68、-179、-181

黒磯市沓掛字西側通662-5、-
49、-51、-52、-53

那須町大字湯本字ツムジケ平

延長 27.00m

幅員 4.20m
延長 33.10m

幅員 4.20～
4.24m

延長 93.89m

幅員 4.24m
延長 17.81m

幅員 4.20m
延長124.51m

幅員 6.20m
延長105.21m

幅員 6.12m
延長 44.30m

幅員 4.66m
延長 29.20m

幅員 6.30m
延長 44.46m

幅員　4.36・
4.20m

延長133.52m

幅員 6.10m
延長 44.49m

幅員 4.18～
6.59m

延長395.72m

幅員　4.40・
6.24m

延長 23.04m

幅員 6.00m

4月20日

平成16年
4月23日

平成16年
4月27日

平成16年
5月10日

平成16年
5月19日

平成16年
5月28日

平成16年
5月31日

平成16年
6 月 1 日

平成16年
6 月 1 日

平成16年
6 月 1 日

平成16年
6 月 2 日

平成16年
6 月 3 日

平成16年
6月16日

平成16年

土木事務所

大 田 原
土木事務所

大 田 原
土木事務所

大 田 原
土木事務所

大 田 原
土木事務所

大 田 原
土木事務所

大 田 原
土木事務所

大 田 原
土木事務所

大 田 原
土木事務所

大 田 原
土木事務所

大 田 原
土木事務所

大 田 原
土木事務所

大 田 原
土木事務所

大 田 原
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23

24

25

26

27

28

29

30

東亜工業（株）
（代）原忠雄

那須町大字高久乙3593
菊地光亥

西那須野町西原町9-17
（有）那須クリエーション
（代）長谷川誠

埼玉県志木市本町3-1-61
東上ガス（株）
（代）清水洋

東京都中央区八重洲2-3-13
藤和不動産（株）
（代）杉浦重厚

東京都中央区八重洲2-3-13
藤和不動産（株）
（代）杉浦重厚

東京都文京区本郷5-1-16
（株）大興リゾート
（代）福田光昭

那須町大字高久乙586-889
近藤秀夫

那須町大字高久乙2733-20
（株）大那商事
（代）久保タネ

824、643-14、647-1

黒磯市東原字天蚕場3-136、-
137、-138、-139

大田原市末広1-3641の一部

那須町大字寺子乙字橋端364-
16、-17、-18、-39

那須町大字高久乙字遅山
3376-496、-543、-619、-
620、-1131

那須町大字高久乙字遅山
3370-1445、3375-1429、 -
1727

那須町大字高久丙字海道上
5475-84、-86

那須町大字高久乙字道上586-
887、-888、 -893、 -894

那須町大字高久甲字西林
5667-2、-9

延長 52.50m

幅員 4.24m
延長 22.93m

幅員 6.00m
延長 80.01m

幅員 6.24m
延長 81.65m

幅員 6.04～
7.9m

延長 48.59m

幅員 4.92・
6.19m

延長 63.80m

幅員 6.20m
延長 51.40m

幅員 6.24m
延長 21.61m

幅員 6.20m
延長 77.22m

6月21日

平成16年
6月23日

平成16年
7 月 1 日

平成16年
7 月 6 日

平成16年
7月21日

平成16年
7月21日

平成16年
7月22日

平成16年
7月22日

平成16年
7月23日

土木事務所

大 田 原
土木事務所

大 田 原
土木事務所

大 田 原
土木事務所

大 田 原
土木事務所

大 田 原
土木事務所

大 田 原
土木事務所

大 田 原
土木事務所

大 田 原
土木事務所

栃木県告示第490号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり道路の位置の変更

の指定をしたので、建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定により公告する。

なお、その関係図書は、所管の土木事務所に備え、縦覧に供する。

平成16年９月14日

栃木県知事　　福 田 昭 夫

整理
番号

１

変更後の道路の位置

那須町大字�久乙字伊藤台
1438-23, -24, -26, -29, -
31, -99, -103, -107, -111, -
113, -114, -116, -117, -
118, -120, -121, -122,
1439-6, -11, -13, -14, -15,
-38, -48, -53, -141, -143, -
144, -145, -146, -148, -
151

変 更 申 請 者 の 住 所
及 び 氏 名 又 は 名 称

西那須野町五軒町1-13
日本レジャー開発（株）
（代）藤森勝

変更年月日
及 び 番 号

平 成 1 6 年
4 月 1 9 日
第16001号

変更前の道路の
位置の指定年月
日 及 び 番 号

昭 和 5 1 年
3 月 1 2 日
第13074号

所 管 の
土木事務所

大 田 原
土木事務所

（建 　 築 　 課）
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○平成16年度砂利採取業務主任者試験の実施

砂利採取法（昭和43年法律第74号）第15条第１項に規定する砂利採取業務主任者試験を次のとおり実施す

るので、砂利採取業者の登録等に関する規則（昭和43年通商産業省令第80号）第８条の規定により公告する。

平成16年９月14日

栃木県知事　　福　　田　　昭　　夫

１　試験日時

平成16年11月12日（金）

午前10時開始～12時終了（120分）

２　試験場所

栃木県庁南庁舎３号館Ａ棟205会議室

宇都宮市塙田1丁目1番20号

３　試験科目

(1) 砂利の採取に関する法令

(2) 砂利の採取に関する技術的な事項（基礎的な土木及び河川工学に関する事項を含む。）

４　受験手続

(1) 受験願書及び添付書類

砂利採取業者の登録等に関する規則第10条の規定による受験願書１部、写真２葉（縦６㎝、横5.5㎝の

正面上半身像で、受験願書提出前６月以内に撮影したもの。その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載

すること。）

(2) 願書受付期間

平成16年10月12日（火）から同月22日（金）まで。ただし、郵送分については、同日の消印のものま

で有効。

(3) 受験手数料

栃木県収入証紙8,000円分（受験願書にはること。）

(4) 受験資格

特になし。

(5) 願書提出先及び問合せ先

栃木県商工労働観光部工業振興課鉱政担当

〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　（☎028(623)3197）

(6) 合格者の発表

ア　合格発表日時

平成16年11月22日（月）午前10時

イ　合格発表場所

県庁南庁舎１号館（旧宇都宮中央郵便局）西側掲示板に掲示する。また、合格者には郵送により通知

する。

ウ　合格証書の交付

合格発表後、合格者には、合格証を交付する。

(7) その他

受験願書の用紙は、栃木県商工労働観光部工業振興課に備え付ける。

なお、用紙の郵送を希望する場合は、80円分の切手をはった返信用封筒に氏名、住所を明記のうえ同

封すること。

（工 業 振 興 課）

公公　　　　　　　　　　告告

調調　　達達　　公公　　告告
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○入札公告（特定調達公告（建設工事））

次のとおり一般競争入札に付する。

平成16年９月14日

栃木県知事　　福　　田　　昭　　夫　　　

１　工事概要

(1) 工 事 名　　栃木県庁行政棟(1)新築電気設備工事 （電子入札案件）

(2) 工事場所　　宇都宮市塙田１丁目

(3) 工事内容　　構　　造：鉄 骨 造 （一部鉄骨鉄筋コンクリート造）

階　　数：地上18階　地下２階

建築面積：5,234.17㎡

延べ面積：72,750.92㎡

用　　途：行政庁舎

工事内容：電気設備工事一式

（特別高圧受変電設備含む。）

(4) 工　　期　平成19年10月31日まで

(5) 予定価格　5,084,000,000円（消費税等を含まない。）

(6) この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）に基づき、分別

解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

(7) 本工事は、資料の提出と入札を電子入札システムで行う対象工事である。電子入札システムによりがた

い者は、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に変えることができる。なお、紙入札の承諾に関して

は総務部県庁舎整備室に承諾願を提出するものとする。

２　入札に参加する者に必要な資格

次に掲げる条件を満たした者の６者を構成員とする特定建設工事共同企業体であって、栃木県知事から１

の工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争入札参加資格の認定を受けている者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の４に規定する者に該当しない者であること。

(2) 平成16年度における建設工事に係る一般競争入札参加資格（平成16年栃木県告示第115号）に基づく

電気工事に係る一般競争入札参加資格を有していること。

(3) 「建設工事入札参加資格の再認定に係る手続きに関する取扱要領」第１条第６号に該当する場合並びに

第１号から第３号及び第７号に該当するもののうち入札参加資格の再認定が必要な場合にあっては、同

要領に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。

(4) 栃木県建設工事請負業者指名停止基準に基づく指名停止期間中でないこと。

(5) １の工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者

でないこと。

(6) 構成員の代表者にあっては、次に掲げる条件を全て満たす者であること。

ア 平成16年度における建設工事に係る一般競争入札参加資格に基づく電気工事に係る一般競争入札参

加資格の認定の際の総合評定値通知書の総合評定値(Ｐ)が、1,100点以上の者であること。

イ 平成６年度以降に元請けとして、建物の最高の高さ90ｍ以上、かつ、延べ面積70,000㎡以上の事務

所等の新営の電気工事（特別高圧66,000Ｖの受変電設備工事を含む。）を施工した実績を有する者（共

同企業体の構成員としての実績は出資比率20％以上に限る。）であること。

ウ　次に掲げる基準を全て満たす監理技術者を１の工事に専任で配置できること。

(ｱ) １級電気工事施工管理技士の資格を有し、かつ、監理技術者資格者証を有する者であること。(た

だし、登録機関が行う監理技術者講習を修了した者に限る。)

(ｲ) 平成６年度以降に、イに該当する工事の経験を有する者であること。

エ　建設業法(昭和24年法律第 100号）第３条の規定に基づく特定建設業の許可を有すること。

(7) 構成員の代表者以外の者のうち１者は、次に掲げる条件を全て満たす者であること。

ア 平成16年度における建設工事に係る一般競争入札参加資格に基づく電気工事に係る一般競争入札参

加資格の認定の際の総合評定値通知書の総合評定値(Ｐ)が1,100点以上の者であること。

イ 平成６年度以降に元請けとして、建物の最高の高さ60ｍ以上、かつ、延べ面積35,000㎡以上の事務

所等の新営の電気工事を施工した実績を有する者（共同企業体の構成員としての実績は出資比率20％
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以上に限る。）であること。

ウ　次に掲げる基準を全て満たす主任技術者を１の工事に専任で配置できること。

(ｱ) １級電気工事施工管理技士の資格を有する者であること。

(ｲ) 平成６年度以降に、イに該当する工事の経験を有する者であること。

(8) 構成員の代表者以外の者のうち４者は、次に掲げる条件を全て満たす者であること。

ア 平成16年度における建設工事に係る一般競争入札参加資格に基づく電気工事に係る一般競争入札参

加資格の認定の際の総合評定値通知書の総合評定値(Ｐ)が、845点以上の者であること。

イ １級電気工事施工管理技士の資格を有する者を主任技術者として、１の工事に専任で配置できること。

３　入札の手続等

(1) 担当室

〒320-8501  栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号

栃木県総務部県庁舎整備室総務企画担当　　電話 028-623-2083

(2) 入札説明書の交付期間、交付場所及び交付の方法

平成16年９月14日（火）から同年11月９日（火）までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午

前９時から午後４時まで(午後０時から午後１時を除く。)。３(1)に同じ。無料で交付する。

または、栃木県ホームページからダウンロードができる。

URL:http://www.pref.tochigi.jp/kanrika/syosiki/            

なお、設計図書は下記の場所で実費で買い取ることができる。

〒321-0974 栃木県宇都宮市竹林町1,030-2

（財）栃木県建設総合技術センター 電話 028-626-3186

(3) 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書、条件付き一般競争入札参加資格確認資料、特定建設工事共

同企業体入札参加資格申請書、共同企業体協定書及び委任状の提出期間、提出場所及び提出方法

平成16年９月15日（水）から同年10月６日（水）までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午

前９時から午後４時まで。電子入札システムにより提出を行うこと。ただし、発注者の承諾を得た場合は、

同期間(午後０時から午後１時を除く。)内に３(1)に持参すること。

(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参又

は郵送（書留郵便に限る。）すること。

ア　電子入札システムによる入札の締め切りは、平成16年11月９日（火）午後３時

イ　紙による入札の場合は、平成16年11月10日（水）午前10時

栃木県宇都宮市本町12番７号 栃木県庁南庁舎３号館（栃木会館南側）２階208会議室に持参又は郵

送すること（ただし、郵送による入札の受領期限は、平成16年11月９日（火）午後３時とし、書留郵

便で３(1)へ郵送すること。）

ウ　開札は、平成16年11月10日（水）午前10時に３(4)イの場所にて行う。

４　その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金

ア　入札保証金　免除

イ 契約保証金　納付。ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは前払金保証事業会社の保証をもっ

て契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保

証金の納付を免除する。

(3) 入札の無効　２の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載を

した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

(4) 落札者の決定方法　落札者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札

者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に

適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取

引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の

範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
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(5) 配置予定監理技術者等の確認　落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制

違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは、認められ

ない。

(6) 手続における交渉の有無　無

(7) 契約書作成の要否　要

(8) １の工事に直接関連する他の工事の請負契約を１の工事の請負契約の相手方との随意契約により締結す

る予定の有無　無

(9) 関連情報を入手するための照会窓口　３(1)に同じ。

(10) 一般競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 ２の一般競争入札参加資格の認定を受けていな

い者も３(3)により条件付き一般競争入札参加資格確認申請書及び条件付き一般競争入札参加資格確認資

料を提出することができるが、競争入札に参加するためには、開札のときにおいて、当該資格の認定を

受け、かつ、競争入札参加資格の確認を受けていなければならない。

(11) この入札による契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第５号の規定による栃木県

議会の議決を要するため、落札者は、落札決定後速やかに仮契約を締結するものとし、栃木県議会の議

決を経た上で契約を確定する。

(12) 詳細は入札説明書による。

５ Summary

(1) Contract Summary

Work of Construction ( by electronic bidding)

Electric installation work of the (1st)Office Tower of Tochigi Prefectural Government

Site of Construction: 1 chome, Hanawada, Utsunomiya

(2) Place of Contact

General Planning section, 

New Prefectural Building Planning and Construction Office

Department of General Affairs

Tochigi Prefecture

1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8501

TEL: 028-623-2083

(3) Time period and place to obtain the bidding instructions

Time: 9:00 am to 4:00 pm (except 12:00 noon to 1:00 pm)

Every Monday through Friday, from Tuesday, September 14, 2004 to Tuesday, November 9,

2004(except Japanese holidays)

Place: at the place mentioned in (2)

Charge to obtain the bidding instructions: free

The instructions are available for downloading from the home page of the Tochigi Prefecture.

URL: http://www.pref.tochigi.jp/kanrika/syosiki/

(4) Time period for submission of the application and other necessary documents

9:00 am to 4:00 pm

Every Monday through Friday, from Wednesday, September 15, 2004 to Wednesday,October

6, 2004  (except Japanese holidays)

By use of electronic bidding system only.  

*Walk-in submissions are accepted with permissions by the Prefectural Government.

(Bring the documents to the section mentioned in (2) during the submission period except

12:00 noon to 1:00 pm)

(5) Bidding Time, Date, and Place

The bidding documents should submit by electronic bidding system.

*Walk-in submissions or postal submissions (registered mail only) are accepted only in case

that the applicants have permissions by the Prefectural government.
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A) Deadline for submissions by electronic bidding system.

3:00 pm ,Tuesday, November 9, 2004

B) Deadline for Walk-in submissions and postal submissions

10:00 am , Wednesday, November 10, 2004

Bring the documents to the room 208 in the Tochigi Kencho Minami Chosha san-go-kan

2nd floor

Postal submissions are accepted until 3:00 pm on Tuesday, November 9, 2004.

Send the address mentioned in (2)by registered mail.

C) The bid opening date is Wednesday, November 10, 2004 at 10:00 am.

The bid location is the place menthioned in B)

(6) Note

All documents must be written in Japanese and all currency on the documents must

be indicated in Japanese yen.

（県 庁 舎 整 備 室）

○落札者等の公示

落札者等について、次のとおり公示する。

平成16年９月14日

栃木県知事　　福　　田　　昭　　夫

〔掲載順序〕

①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決

定日（随意契約の場合は相手方を決定した日） ⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落

札価格（随意契約の場合は契約価格） ⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約

の場合） ⑩指名業者名（指名競争入札の場合） ⑪落札方法（競争入札の場合）

１ ①栃木県庁行政棟（1）新築工事　②栃木県総務部県庁舎整備室　栃木県宇都宮市塙田1-1-20 ③購入等

④平成16年８月６日　⑤戸田・清水・大林・中村・渡辺・東武・浜屋・磯部特定建設工事共同企業体　代表

者　戸田建設株式会社関東支店　埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-5 ⑥21,619,500,000円　⑦一般競争入

札　⑧平成16年６月８日　⑪最低価格

２ ①栃木県庁行政棟（2）新築工事　②栃木県総務部県庁舎整備室　栃木県宇都宮市塙田1-1-20 ③購入等

④平成16年８月６日　⑤前田・芳賀屋・佐藤・板橋特定建設工事共同企業体　代表者　前田建設工業株式会

社北関東支店　埼玉県さいたま市大宮区大門町3-169-2 ⑥3,407,250,000円　⑦一般競争入札　⑧平成16

年６月８日　⑪最低価格

３ ①栃木県議会議事堂新築工事　②栃木県総務部県庁舎整備室　栃木県宇都宮市塙田1-1-20 ③購入等　④

平成16年８月６日　⑤鹿島・増渕・那須土木・斉藤・東昭特定建設工事共同企業体　代表者　鹿島建設株式

会社栃木営業所　栃木県宇都宮市京町11-12 ⑥6,987,750,000円　⑦一般競争入札　⑧平成16年６月８日

⑪最低価格

４ ①栃木県庁行政棟（1）新築空気調和設備工事　②栃木県総務部県庁舎整備室　栃木県宇都宮市塙田1-1-

20 ③購入等　④平成16年８月６日　⑤高砂・朝日・岩原・日神・和田・河内山特定建設工事共同企業体

代表者　高砂熱学工業株式会社栃木営業所　栃木県宇都宮市伝馬町2-11 ⑥4,137,000,000円　⑦一般競争

入札　⑧平成16年６月８日　⑪最低価格

○落札者等の公示

落札者等について、次のとおり公示する。

平成16年９月14日

栃木県立栃木女子高等学校長　　真　　島　　　　　仁

〔掲載順序〕

①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決

定日（随意契約の場合は相手方を決定した日） ⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
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札価格（随意契約の場合は契約価格） ⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約

の場合） ⑩指名業者名（指名競争入札の場合） ⑪落札方法（競争入札の場合）

①栃木県立学悠館高等学校（仮称）学校教育情報システム開発業務一式　②栃木県立栃木女子高等学校　栃木

県栃木市薗部町1-2-5 ③購入等　④平成16年８月31日　⑤株式会社大塚商会宇都宮支店　栃木県宇都宮市東

宿郷4-1-11 ⑥36,254,400円　⑦随意契約　⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

政令（平成７年政令第372号）第10条第１項第１号

（出納局管理課）

宇宇都都宮宮市市街街地地開開発発組組合合

宇都宮市街地開発組合告示第10号

平成16年９月２日招集した第193回宇都宮市街地開発組合議会定例会は、９月２日閉会した。

議決事項は、次のとおりである。

平成16年９月14日

宇都宮市街地開発組合

組合長　　福　　田　　昭　　夫

認定第１号　平成15年度宇都宮市街地開発組合歳入歳出決算の認定について

毎週火・金曜日発行

当日が休日に当たる
と き は そ の 翌 日

栃　　　　木　　　　県
発　行　人

郵便番号320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号

新日本印刷株式会社
印　刷　所

郵便番号320-0831 宇都宮市新町１丁目７番３号

購読料１カ月2,900円（消費税、地方消費税及び送料を含む。）
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